
 
協議・報告事項 

コミュニティバス「四季めぐり号」の運行系統の変更等について 
 
１ 運行概要 
 
(1) 路線定期運行 二俣川駅～本村町～四季美台～今川町～鶴ヶ峰駅付近 
(2) 運行距離 約 3.7ｋｍ（二俣川駅方面行き）、約 4.3ｋｍ（鶴ヶ峰駅方面行き） 
(3) 運行時間      平日   午前９時台～午後６時台  土日祝日 運休 
(4) 運行間隔    約 50 分間隔 
(5) 所用時間   約 10 分（二俣川駅前～親睦会東）、約８分（スーパー三和～第二公園前） 
(6) 運賃 普通運賃 300 円 （未就学児は、無料） 

 割引運賃 回数券 
 
2  運行内容変更にかかる当会議への付議(平成 24 年度地域公共交通会議協議済事項) 

 
運行経路、運賃等、運行計画の変更については、当会議に諮り、協議を経た上で、決定する。 
ただし、運行回数、運行時刻、運行日（土休日の取り扱い）、運行経路の短縮等、運行計画の軽
微な変更については、実施後、当会議に報告するものとする。 

 
3 協議内容 
 
(1) 運行経路の変更（資料２－１ 運行路線図） 

一部の区間(親睦会中腹～親睦会西)において、走行方向を変更します。 
※ダイヤの変更はありません 
【参考：地域の意見】 
・親睦会西のバス停において、歩道で安全に待機及び乗降できるようにしてほしい 
・1時間 1本程度と運行本数が少ないので、利用者の混乱はないと考えている 

 
(2) 運行日に係る運行計画の変更について 

土休日に加え、1月 2日、3日を運休日に追加します。 
 
(3) 協議・報告事項の変更（明確化）について 

 
運行内容の変更に係る当会議への付議事項の規定が、路線毎に異なっている状況にあるた

め、以下の通り本路線の付議事項を変更し、他の路線と共通にします。 
   

・変更（案）下線が変更部分 
 

路線の休止、廃止及び運賃、使用車両の形状、定員など事業計画の変更が必要となる場合
は、当会議に諮り協議を経た上で、国に申請する。 
また、コミュニティバス「四季めぐり号」運行に係る協定書第 8 条に基づき、やむを得ず

廃止する場合には、利用状況、収支状況等廃止理由を付して、当会議に諮り、協議を経た上
で、決定する。 

ただし、運行回数や運行時刻の変更など運行計画の変更は、実施後、当会議へ報告する。 
 
・新旧対照表 
 
 協議事項 報告事項（実施後） 
新 路線の休止、廃止及び運賃、使用車両の形

状、定員など事業計画の変更 
運行回数や運行時刻の変更など運行計画
の変更 

旧 運行経路、運賃等、運行計画の変更 運行回数、運行時刻、運行日（土休日の取
り扱い）、運行経路の短縮等、運行計画の
軽微な変更 
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4 報告事項 
 
(1) バス停名称の一部変更について（資料２－１ 運行路線図） 

      平成 26 年 6 月 2日から「ザ・プライス」から「スーパー三和」にバス停の名称を変更しま
した。 
 
（2） 平成 27 年年始については、以下の平日についても運休としました。 

・平成 27 年 1 月 2 日（金） 
 
(3) 最近の取り組み 

ア 広報、啓発、PR（資料２－２） 
・ｺﾐｭﾆﾃｨバス「四季めぐり号」運行委員会の定期開催（月 1回、運行事業者を交えて実施） 
・「四季めぐり号」便り発行（月 1回、利用者数グラフ及びニュースを回覧板にて広報） 
・利用実績（グラフ）の車内掲載 
 
イ 利用促進、新規利用者獲得に向けた取り組み（資料２－２） 
・車内展覧会の開催 
・体験乗車モニタリング、アンケート(調整中） 
・利用動向等の調査に係るアンケート（調整中） 
 
ウ 協賛・広告獲得 
・協賛獲得の取り組み(資料２－２、２－３) 

 
エ 運行への協力（資料２－２） 
・安全運行支援（走行状況の情報共有等） 

 ・定時運行支援（利用マナー向上等） 
 
 
【参考】 主な経緯と利用状況 
 
本格運行開始後も、採算ライン 130 人を目標に、地元（コミュニティバス「四季めぐり号」運行

委員会）、事業者、市にて定期的に会合を持ち、連携した取り組みを進めています。 
 
(1) 経緯 

平成 20 年 6 月    地域組織（旭中央地区コミュニティバス等検討委員会）が設立  
平成 22 年 1 月    事業予定者を二重交通（株）に決定  
平成 22 年 4 月 2日  試験運行開始  
平成 24 年 12 月 19 日 横浜市地域公共交通会議での協議  
平成 25 年 4 月 1日  本格運行開始（一部ルート延伸、新規バス停設置） 
平成 25 年 6 月    車両ステップを設置（保安基準緩和認定を受けて）  
平成 25 年 9 月 2日  回数券導入  
平成 26 年 6 月 2 日  ザ・プライスからスーパー三和にバス停の名称を変更。 

 
(2) 利用状況 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



親睦会山頂 

親睦会西 
四季美台西 

親睦会東

第二公園前 

親睦会中腹

至 二俣川駅

運行路線図 

①走行方向の変更（親睦会中腹～親睦会西）（協議内容） 

②バス停名称変更（ザ・プライス→スーパー・三和（報告事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【二俣川駅方面行きの変更】 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

資料２－１

拡大 

① 
②

・既存ルート 

・変更ルート 

・既存バス停 

・変更バス停 



 

（３）最近の取り組み 

ア 広報・啓発・PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 利用促進 ウ 協賛・広告獲得 エ 運行への協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パン屋の広告 

AED 設置 車内展覧会 

定例会の様子 四季めぐり号便り 

車内グラフ 
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http://www.city.yokohama.lg.jp/doro/plan/chiiki/ 
 

http://www.city.yokohama.lg.jp/doro/plan/chiiki/asahi-bus/ 
http://www.city.yokohama.lg.jp/asahi/madoguchi/kusei/kikaku/combus/ 
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道路局企画課交通計画担当
テキストボックス
資料2－3

道路局企画課交通計画担当
テキストボックス
テーマ型共創フロント：横浜市から民間の皆様へテーマを示し、そのテーマに対する公民連携事業の提案やアイデア等を募集する仕組みです。
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TEL 045-671-4397 FAX 045-664-3501 
E-mail ss-kyoso@city.yokohama.jp 
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TEL 045-954-6026 FAX 045-951-3401 
E-mail as-machirule@city.yokohama.jp 
 

  1-1 8F
TEL 045-671-3800 FAX 045-651-6527 
E-mail  do-koutsuu@city.yokohama.jp 
 

 


	2 協議事項
	2-2資料
	2-3資料



